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国
産
液
体
ミ
ル
ク
の
災
害
備
蓄
品
へ
の
導
入
を
す
べ
き

試
験
的
に
災
害
備
蓄
品
と
し
て
整
備
す
る

三み

た

べ

田
部　

恒つ
ね
あ
き明

Q　

乳
児
用
液
体
ミ
ル
ク
の
備
蓄
は
、
清

潔
な
水
や
燃
料
の
確
保
が
難
し
い
災
害
時

に
は
命
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
栄
養
源
と
な
る

事
か
ら
、
災
害
用
備
蓄
と
し
て
整
備
し
、

活
用
、
啓
発
等
も
推
進
す
る
べ
き
で
あ
る
。

A　

液
体
ミ
ル
ク
は
議
員
の
指
摘
の
と
お

り
、
有
効
な
備
蓄
品
と
な
り
う
る
が
、
賞

味
期
間
が
短
い
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
食
品
ロ
ス
を
防
ぎ
有
効
活
用
す

る
対
策
と
し
て
、
ゼ
ロ
歳
児
保
育
な
ど
で

活
用
す
る
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
方
式
な

ど
の
検
討
を
行
い
、
試
験
的
に
備
蓄
品
と

し
て
整
備
し
て
い
く
。
な
お
、
家
庭
で
の

備
蓄
に
つ
い
て
も
啓
発
に
努
め
て
い
く
。

—

公
会
計
制
度
と行政

評
価
シ
ス
テ
ム—

Q　

総
務
省
の
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財

務
諸
表
作
成
・
公
表
に
取
り
組
み
、
現
金

以
外
の
資
産
や
負
債
の
情
報
欠
如
を
補
い
、

財
政
の
透
明
性
と
情
報
共
有
化
に
努
め
て

い
る
。
公
会
計
改
革
の
成
果
へ
の
認
識
は
。

A　

現
金
支
出
を
伴
わ
な
い
コ
ス
ト
情
報

と
保
有
す
る
固
定
資
産
の
把
握
が
出
来
た

こ
と
が
成
果
で
あ
る
。

Q　

統
一
的
な
基
準
に
よ
る
公
会
計
制
度

改
革
で
は
、
行
財
政
運
営
に
ど
う
役
立
て

る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
事
業
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
と
し
て
公
会
計
と
行
政
評
価
は
深

い
関
連
が
あ
り
、
事
務
事
業
評
価
に
つ
い

て
も
改
革
と
合
わ
せ
て
改
善
を
す
べ
き
。

A　

行
政
評
価
に
よ
る
評
価
情
報
や
、
公

会
計
に
よ
る
財
務
情
報
は
、
予
算
編
成
を

は
じ
め
と
し
た
行
財
政
運
営
上
も
、
市
民

へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
上
で
も
大
変
重

要
な
情
報
で
あ
る
。
財
務
情
報
の
活
用
方

法
や
対
象
事
業
等
に
つ
い
て
は
、
国
の
動

向
等
注
視
し
つ
つ
研
究
を
重
ね
て
い
く
。

保
育
料
が
無
料
で
あ
る
世
帯
の
負
担
増
に
な
ら
な
い
か

負
担
増
に
な
ら
な
い
よ
う
副
食
費
の
免
除
を
検
討
す
る

佐さ

く

ま

久
間　

奈な

な々

Q　

10
月
か
ら
３
〜
５
歳
児
と
０
〜
２
歳

の
非
課
税
世
帯
の
子
ど
も
を
対
象
に
幼
児

教
育
・
保
育
の
無
償
化
が
始
ま
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
保
育
料
に
含
ま
れ
て
い
た

副
食
費
（
お
か
ず
代
等
）
が
３
〜
５
歳
児

は
実
費
徴
収
と
な
る
。
国
は
第
３
子
目
を

徴
収
免
除
と
し
て
い
る
が
、
年
齢
制
限
が

あ
る
。
今
回
副
食
費
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
保
育
料
が
無
料
だ
っ
た
世
帯
の

負
担
が
増
え
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

A　

市
の
独
自
事
業
に
よ
り
保
育
料
が
無

料
だ
っ
た
世
帯
が
今
よ
り
負
担
が
増
え
る
。

し
か
し
国
か
ら
副
食
費
徴
収
に
よ
る
負
担

増
が
な
い
よ
う
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
の

で
副
食
費
の
免
除
を
検
討
す
る
。

Q　

保
育
施
設
の
事
務
量
の
増
加
や
、
保

護
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、

市
が
副
食
費
を
徴
収
す
べ
き
だ
と
思
う
が

ど
う
か
。

A　

地
方
自
治
法
に
市
の
所
有
で
な
い
現

金
は
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
る

の
で
、
副
食
費
は
市
で
徴
収
で
き
な
い
。

Q
　
深
谷
市
に
あ
る
認
可
外
保
育
施
設
の

数
と
、
う
ち
指
導
監
督
基
準
を
満
た
し
て

い
な
い
園
は
い
く
つ
あ
る
か
。

A
　
10
件
あ
り
、
す
べ
て
指
導
監
督
基
準

を
満
た
し
て
い
る
。

Q　

指
導
監
督
基
準
以
下
の
園
も
無
償
化

の
対
象
園
と
な
る
が
、
市
の
条
例
で
基
準

を
定
め
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
大
阪

府
吹
田
市
で
は
、
指
導
監
督
基
準
と
同
様

の
基
準
を
定
め
た
と
聞
く
。
深
谷
市
で
も

子
ど
も
の
安
全
を
第
一
に
考
え
条
例
で
基

準
を
定
め
る
べ
き
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

A
　
条
例
を
制
定
す
る
予
定
は
な
い
が
、

質
の
確
保
の
た
め
指
導
監
督
し
て
い
く
。

幼保連携型
認定こども園

認可保育所
小規模

保育事業
家庭的

保育事業
病児保育

事業
認可外

保育施設
合計

H16 － 7   － － － 7   14   

H17 － 3   － － － 11   14   

H18 － 5   － － － 8   13   

H19 － 3   － － － 12   15   

H20 － 4   － － － 7   11   

H21 － 6   － － － 6   12   

H22 － 5   － － － 8   13   

H23 － 2   － － － 12   14   

H24 － 6   － － － 12   18   

H25 － 4   － － － 15   19   

H26 － 5   － － － 12   17   

H27 1   2   1   0   0   10   14   

H28 0   5   0   1   0   7   13   

H29 1   2   0   0   1   4   8   

合計 2   59   1   1   1   131   195   

「平成29年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表及び事故防止対策について

〇死亡事故の報告件数

　
北
通
り
線
の
整
備
予
定
は

県
道
深
谷
飯
塚
線
か
ら
中
央
通
り
線
ま
で
を
優
先
に
整
備
予
定

田た
ぐ
ち口　

英ひ
で
お夫

Q
　
東
方
地
内
の
既
存
道
路
と
の
交
差
部

分
で
、
歩
道
を
走
る
自
転
車
と
車
の
接
触

事
故
に
対
す
る
交
通
安
全
対
策
は
。

A
　
地
元
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
見
通
し

の
悪
い
交
差
点
に
、
歩
道
を
走
行
す
る
自

転
車
を
確
認
で
き
る
よ
う
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー

の
設
置
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
他
「
交
差

点
注
意
」
の
路
面
標
示
や
立
て
看
板
な
ど

も
含
め
て
、
安
全
対
策
を
研
究
し
て
い
く
。

Q
　
常
盤
町
地
区
北
側
の
歩
道
整
備
の
現

状
と
今
後
の
計
画
は
。

A　

あ
か
ね
通
り
交
差
点
か
ら
東
側
の
区

間
で
北
側
歩
道
設
置
を
進
め
て
い
る
。
工

事
延
長
ベ
ー
ス
で
約
31
％
、
用
地
買
収
面

積
で
約
80
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
、

用
地
買
収
が
完
了
し
た
箇
所
か
ら
工
事
着

手
し
、
令
和
２
年
度
末
の
完
成
を
目
標
に
、

事
業
を
進
め
て
い
く
。

Q　

常
盤
町
地
区
北
側
の
道
路
は
、
舗
装

面
が
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
の
よ
う
で
、
水
が

た
ま
る
箇
所
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、

舗
装
を
し
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
る
か
。

A　

歩
道
整
備
が
全
線
終
わ
っ
た
後
に
、

車
道
舗
装
の
打
ち
替
え
を
実
施
し
て
い
く
。

Q　

県
道
１
２
７
号
線
（
深
谷
飯
塚
線
）

以
西
の
整
備
状
況
と
今
後
の
計
画
は
。

A　

県
道
交
差
点
か
ら
西
側
は
、
西
大
沼

ま
で
を
結
ぶ
区
間
の
内
、
田
谷
地
内
の
約

41
％
が
整
備
済
で
あ
る
。
今
後
は
、
県
道

深
谷
飯
塚
線
か
ら
中
央
通
り
線
ま
で
の
区

間
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
国
道
４
０
７
号

線
か
ら
県
道
伊
勢
崎
深
谷
線
ま
で
の
約
９

・
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
が
連
続
的
に
接

続
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
区
間
が
優
先

に
な
る
も
の
と
、
と
ら
え
て
い
る
。

東
通
り
線

深
谷
飯
塚
線

伊
勢
崎
深
谷
線

深谷市役所

国道１７号

中
央
通
り
線

唐
沢
川

東方

常盤町
深谷商業高校

（深谷市）（熊谷市）

田谷 歩道整備中未整備区間

至 国道407号

北通り線概略図

注：認可外保育施設利用児童数は認可保育所の1割に満たない
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ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
か
ら
桜
の
木
を
守
る
に
は

更
に
市
民
へ
の
周
知
を
図
り
蔓
延
を
防
止
し
た
い

五ご

ま間　

く
み
子こ

Q　

特
定
外
来
生
物
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ

キ
リ
の
市
内
の
被
害
状
況
は
。

A　

平
成
29
年
度
以
降
、
毎
年
被
害
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。

Q　

被
害
木
発
見
後
の
対
応
は
。

A　

成
虫
は
そ
の
場
で
捕
殺
し
、
被
害
木

へ
は
フ
ラ
ス
の
出
て
い
る
穴
に
殺
虫
剤
の

吹
き
込
み
と
、
拡
散
防
止
用
に
ネ
ッ
ト
の

巻
き
付
け
を
所
有
者
に
お
願
い
し
て
い
る
。

Q　

個
人
へ
の
負
担
軽
減
策
は
。

A　

ネ
ッ
ト
の
配
布
を
検
討
し
た
い
。

—

飼
い
主
の
モ
ラ
ル
向
上
施
策
は—

Q　

犬
の
フ
ン
に
関
す
る
苦
情
件
数
は
。

A　

昨
年
度
20
件
ほ
ど
の
相
談
が
あ
っ
た
。

Q　

他
市
で
は
フ
ン
を
放
置
し
た
飼
い
主

に
対
し
、
注
意
喚
起
す
る
方
法
の
「
イ
エ

ロ
ー
チ
ョ
ー
ク
作
戦
」
が
効
果
を
上
げ
て

い
る
と
聞
く
。
本
市
で
も
取
り
組
ん
で
は
。

A　

効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
市
民
へ
周
知
を
図
っ
て

い
き
た
い
。

—

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
対
策
を—

Q　

全
国
的
に
交
通
事
故
死
者
数
は
減
少

傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
65
歳
以
上
の
高
齢

者
の
占
め
る
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。

昨
今
、
高
齢
者
の
操
作
ミ
ス
に
よ
る
交
通

事
故
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
免
許

証
返
納
も
交
通
事
故
の
減
少
に
は
必
要
と

考
え
る
。
本
市
の
自
主
返
納
者
数
は
。

A　

平
成
30
年
中
が
４
２
４
名
、
今
年
１

月
か
ら
４
月
ま
で
は
１
５
４
名
で
あ
る
。

Q　

返
納
者
に
対
し
、
市
の
独
自
補
助
は
。

A　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
く
る
リ
ン
」

の
乗
車
時
に
50
％
の
割
引
を
し
て
い
る
。見かけたら環境課へ

スマホは
こちらから


